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 富山県議会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定め、公表す 

る。 

  令和元年６月28日 

                     富山県議会議長 中 川 忠 昭  

富山県議会訓令第１号 

                               議会事務局  

   富山県議会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令 

 富山県議会事務局文書管理規程（平成11年富山県議会訓令第２号）の一部を次の 

ように改正する。 

 様式第１号の１から様式第１号の３までの規定中「（日本工業規格Ａ５）」を 

「（日本産業規格Ａ５）」に改める。 

 様式第３号から様式第11号までの規定中「（日本工業規格Ａ４）」を「（日本産 

業規格Ａ４）」に改める。 

 様式第６号の規定中「（第15条関係）」を「（第16条関係）」に改める。 

 様式第12号の規定中「（日本工業規格Ａ５）」を「（日本産業規格Ａ５）」に改 

める。 

 様式第13号から様式第15号までの規定中「（日本工業規格Ａ４）」を「（日本産 

業規格Ａ４）」に改める。 

 様式第16号の規定中「（日本工業規格Ａ５）」を「（日本産業規格Ａ５）」に改 
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める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和元年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令による改正前の富山県議会事務局文書管理規程に定める様式による用 

 紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                             （議・総務課）  
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